
文
化
課 

☎
９
２
３
ー
７
１
８
２

指
導
課 

☎
９
２
３
ー
７
１
２
０

① 
魚
と
釣
り
の
お
も
し
ろ
講
座

① 

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
お
知
ら
せ

② 

沖
縄
県
立
美
咲
特
別
支
援
学
校
平
成
30
年
度

幼
稚
部
幼
児（
３
，４
，５
歳
児
）募
集

② 「
う
る
ま
音
楽
祭
」で

一緒
に
歌
い
ま
せ
ん
か
？

　
魚
と
釣
り
を
通
し
て
身
近
な
海
の
恵
み

を
感
じ
な
が
ら
、う
る
ま
市
で
見
ら
れ
る

魚
や
海
人
の
知
恵
を
学
び
ま
し
ょ
う

【
日
時
】第
１
回　
９
月
23
日（
土
）

第
２
回　
９
月
30
日（
土
）

※
両
日
と
も
午
前
10
時
〜
正
午

【
場
所
】海
の
文
化
資
料
館

【
対
象
】小
学
４
年
生
以
上
対
象

【
定
員
】20
名　
【
参
加
料
】無
料

【
講
師
】越ご

え

く來 

治な

お

き喜 

氏

【
申
込
期
限
】定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り

【
申
込
期
限
】電
話
ま
た
は
来
館
に
て
受
付

【
申
込
先
／
問
】海
の
文
化
資
料
館

☎
９
７
８
ー
８
８
３
１

【
試
験
日
時
】10
月
26
日(

木)

【
試
験
会
場
】沖
縄
県
庁
13
階
第
３
会
議
室

【
試
験
科
目
】

国
語・社
会・数
学
理
科・外
国
語（
英
語
）

【
願
書
受
付
期
間
】８
月
21
日（
月
）〜

９
月
８
日（
金
）

【
申
込
方
法
】

　
出
願
等
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、直

接
又
は
う
る
ま
市
教
育
委
員
会
を
通
じ
て

沖
縄
県
教
育
委
員
会
に
請
求
し
、申
込
み
。

【
申
込
先
／
問
】う
る
ま
市
教
育
委
員
会

☎
９
２
３
ー
７
１
２
０

※
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

　
沖
縄
県
立
美
咲
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
で

は
平
成
30
年
度
の
入
学
幼
児
を
募
集
し
ま
す
。

【
説
明
会
実
施
日
】９
月
６
日（
水
）

午
後
３
時
30
分
〜
４
時
30
分

【
場
所
】美
咲
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部

【
対
象
児
】平
成
30
年
３
月
31
日
で
、満
年
齢
が
３
歳
、

４
歳
、５
歳
に
達
す
る
知
的
発
達
に
遅
れ
の
あ
る
幼
児

【
出
願
期
間
】

11
月
16
日（
木
）午
前
９
時
〜
午
後
５
時

11
月
17
日（
金
）午
前
９
時
〜
午
後
４
時

【
入
学
者
選
考
日
】11
月
30
日（
木
）・12
月

１
日（
金
）の
い
ず
れ
か
１
日

※
志
願
希
望
者
は
、９
月
末
日
ま
で
に
教

育
相
談
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
問
】沖
縄
県
立
美
咲
特
別
支
援
学
校

☎
９
３
８
ー
１
０
３
７

　
11
月
19
日（
日
）開
催
さ
れ
る『
第
22
回

う
る
ま
音
楽
祭
』で
、う
る
ま
音
楽
祭
合

唱
団
と
し
て
、「
て
ぃ
ん
さ
ぐ
ぬ
花
」や「
だ

ん
じ
ゅ
か
り
ゆ
し
」等
を一緒
に
歌
っ
て
い

た
だ
け
る
出
演
者
を
募
集
し
ま
す
。

【
参
加
条
件
】練
習・本
番
に
必
ず
参
加
で

き
る
方

【
練
習
日
程
／
場
所
】

９
月
〜
11
月
の
土
曜　
午
後
４
時
〜
６
時

・市
民
芸
術
劇
場
リ
ハ
ー
サ
ル
室
等

【
申
込
期
限
】８
月
31
日（
木
）午
後
5
時

【
申
込
方
法
】お
電
話
ま
た
は
窓
口
に
て

【
問
】文
化
課 

☎
９
２
３
ー
７
１
８
２

 ①市民無料法律相談 【問】市民協働課　☎９７３－５４８７ 
と　き ： 8月10日（第２木曜日） 午後２時～午後４時
ところ ： 石川庁舎（１階市民相談室）
と　き ： 8月17、24日（第３、４木曜日） 午後２時～午後４時
ところ ： 本庁舎東棟（１階市民相談室）
※法律相談を受けることができるのは 1日８名まで です。
※電話、直接窓口での事前予約が可能です。（前月から予約可）
※電話での予約はうるま市役所市民協働課までお願いします。

 ②行政相談 【問】市民協働課　☎９７３－５４８７ 
　国、行政、特殊法人についての意見・要望等の相談を行います。
と　き ： 8月22日（火） 午前10時～午後4時

（正午～午後１時を除く）
※日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合
わせください。

ところ ： 本庁舎東棟 １階 市民相談室　

 ③人権相談 【問】市民協働課　☎９７３－５４８７ 
　近隣のトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、体罰等の人
権に関する相談を行います。
と　き ： 8月22日（火）午前10時～午後4時 （正午～午後１時を除く）
※日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合
わせください。

ところ ： 本庁東棟１階　市民相談室

 ④消費生活相談 【問】市民協働課　☎９７３－5692 
　消費生活に関する商品やサービスの契約トラブル（悪質
商法、架空請求、多重債務等）の相談を行います。お気軽に
ご相談ください。
と　き ： 週5日（月曜日～金曜日） 

午前９時～午後４時 （正午～午後１時除く）
※公休日、台風接近時等は休み

ところ ： 本庁舎東棟１階　市民協働課

 ⑤家庭児童相談 【問】児童家庭課　☎９７３－５０４１ 
　家庭における子育ての悩みを相談員が一緒に考えます。
と　き ： 【平日】午前８時３０分～午後５時
ところ ： 本庁舎東棟２階　児童家庭課

 ⑥女性相談 【問】児童家庭課　☎９７３－５０４１ 
　離婚、ＤＶなど女性が抱える悩みを相談員が一緒に考えます。
と　き ： 【平日】午前８時３０分～午後５時
ところ ： 本庁舎東棟２階　児童家庭課

 ⑦教育相談 【問】教育研究所　☎989ー9127 
　教育研究所では、教育上の問題や教育に関する様々な心
配ごとについて心理や教育などの専門員が相談内容に応じ、
支援を行います。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
※お電話にて相談申し込み受け付けております。
対 象 : 幼児・小学生・中学生・保護者・教師
と　き ： 【平日】午前９時～午後５時

※相談時間外でも、調整のうえ対応は可能です）
ところ ： 与那城庁舎4階／石川庁舎1階 教育研究所

うるま市民無料相談所の
開設について

(広報誌電子書籍アプリ「マチイロ」)  お使いのスマホでアプリをダウンロードし、移住地を「うるま市」で設定してください
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